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新複合施設の基本設計が完成しました！

ＰＩＣＫＵＰ！ ＰＩＣＫＵＰ！

企画政策課まち創生推進室　☎82-3111(内線241)　直通75-6211　メール：machizukuri@town.sakaki.lg.jp

～ 新複合施設平面図 ～

図書館側

○　階数　　：平屋建て
○　建築面積：3,117.46 ㎡
○　延床面積：2,790.79 ㎡
○　建物構造：鉄筋コンクリート
　　　　　　　（一部 鉄骨造・木造）

要
概
築
建

　老朽化が進む保健センターと老人福祉センターを統合し、新たに子育て支援や図書館の一部機能を盛り込んだ「新
複合施設」の建設に向け、基本設計が完成しました。
　基本設計では、一昨年度に策定した施設の基本構想・基本計画に掲げた「すべての人が安心できる居場所になる
と共に、人がつながり、笑顔がつながる、well-being（ウェル・ビーイング）の実現空間」をコンセプトとして、
10 回にわたり施設の利用者や職員とのワークショップ形式による意見交換を行い、施設の構造や配置、備えるべ
き機能、デザインなどの検討を重ねてきました。
　今年度は、さらに詳細な設計（実施設計）を進め、「誰一人取り残さない」という SDGs の理念の具現化や DX
推進による利便性の向上、効率的で利用しやすいサービスの提供を行える施設となるよう取り組んでいきます。
　基本設計の詳細は町ホームページに掲載していますので、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
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新複合施設の基本設計が完成しました！

ＰＩＣＫＵＰ！ ＰＩＣＫＵＰ！

企画政策課まち創生推進室　☎82-3111(内線241)　直通75-6211　メール：machizukuri@town.sakaki.lg.jp

～ 新複合施設平面図 ～

図書館側

○　階数　　：平屋建て
○　建築面積：3,117.46 ㎡
○　延床面積：2,790.79 ㎡
○　建物構造：鉄筋コンクリート
　　　　　　　（一部 鉄骨造・木造）

要
概
築
建

　老朽化が進む保健センターと老人福祉センターを統合し、新たに子育て支援や図書館の一部機能を盛り込んだ「新
複合施設」の建設に向け、基本設計が完成しました。
　基本設計では、一昨年度に策定した施設の基本構想・基本計画に掲げた「すべての人が安心できる居場所になる
と共に、人がつながり、笑顔がつながる、well-being（ウェル・ビーイング）の実現空間」をコンセプトとして、
10 回にわたり施設の利用者や職員とのワークショップ形式による意見交換を行い、施設の構造や配置、備えるべ
き機能、デザインなどの検討を重ねてきました。
　今年度は、さらに詳細な設計（実施設計）を進め、「誰一人取り残さない」という SDGs の理念の具現化や DX
推進による利便性の向上、効率的で利用しやすいサービスの提供を行える施設となるよう取り組んでいきます。
　基本設計の詳細は町ホームページに掲載していますので、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
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◎問い合わせ先　建設課管理係　☎82－3111（内線175）　直通75－6208

令和７年 　  月　    日（金）５ ９受付開始 先着　　  件20

申請できる方 ①坂城町に住民登録のある方
②対象となる住宅またはブロック塀
等の所有者
③町税などの滞納がない方

対象となる住宅

施 工 者 の 要 件

対 象 工 事 費

そ の 他

補 助 額

町内に本社のある住宅関連業者
（個人事業者を含む）

町内にある個人住宅で、
①自己または家族の居住に供する住宅
②店舗併用住宅などの住宅部分

20万円以上（住宅リフォームのみ）

◯リフォーム工事の対象経費の20%
以内（限度額５万円）
◯ブロック塀などの塀の撤去工事費
の２分の１以内（限度額５万円）

◯住宅用火災警報器が設置されている住宅、または
リフォーム工事に併せて設置する住宅を補助対象
とします。ただし、火災警報器の器具代は補助対象
となりません。
◯下水道供用開始区域で、下水道接続されていない
場合は接続してください。
◯過去に同様の補助金等の交付を受けていない住
宅が対象です。
◯他の補助制度の対象となっていない住宅に限りま
す。
◯塀などの撤去は、建築基準法施行令を遵守して作
られた塀の撤去工事に限ります。

※その他要件がありますので、詳しくは町ホーム
ページをご覧いただくか、下記問い合わせ先でご
確認ください。

◎対象となる工事例
・同一棟の増築工事　　　・一部改築工事
・屋根、外壁の改修工事　・サンルーム、バルコニーの増築
・窓ガラス、サッシ、網戸、雨戸の修繕、設置工事
・床、壁、天井材の張替え工事
・システムキッチン、床暖房工事
・浴室、ユニットバス、トイレ設置工事

×対象とならない工事例
・工事に係る設計費等　
・家電、家具などの物品の購入費
・同一棟でない物置、車庫などの設置工事
・カーポート、物置、ウッドデッキ設置工事

　町民の皆さんの住環境の向上と道路の安全性の確保を目的として、町内業者に依頼して行う住
宅リフォーム工事およびブロック塀などの塀の撤去にかかる費用の一部を助成します。

募集件数

募 集 要 件

住宅リフォーム補助事業の対象工事
　個人住宅の修繕・補修・模様替え・同一棟の増築・一部改築・設備改善工事など（下記工事例を参考にして
いただくほか、詳しくは下記までお問い合わせください。）

工 事 の 着 工 補助金の交付決定後に着工してくだ
さい。

工 事 の 完 了 令和 8年３月 23 日までに完了のう
え、実績報告書を提出してください。

住宅リフォーム
について

ブロック塀等撤去
について

◯ ×

　森林の多面的な機能を持続的に発揮させるとともに、森林づくりを効果的に進めるため、団
体が行う里山整備事業に要する経費を補助します。
対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助金額　
■町内の自治会組織　
■５人以上の者が共同で事業を実践する目的で組織され、町長が適当と認める林業関係団体　　
　（林業経営者は除く。）
補助対象　　
■里山整備（間伐、下刈りなど）に係る労務費
補助金額
■補助対象経費の10／10以内（１団体、年１回10万円を上限）
交付要件
■森林法（昭和26年法律第249号）第５条に規定する地域森林計画に定められた森林及び当該森林と
　一体的に整備される森林で行われる事業に限ります。
■この補助金以外に県や町などから補助金やその他これに類するものの交付を受けている場合は、補助
　対象になりません。

※事業着手前にお問い合わせください。
※本事業は、森林環境譲与税を活用しています。

　有害獣による農作物等の被害予防策として、有害獣被害予防施設等設置に係る資材費等の
一部を補助します。

　坂城町有害鳥獣駆除対策協議会では、近年増加している鳥獣による農作物等への被害対
策として、新規に狩猟免許を取得された方へ取得に係る試験費用等について助成します。
希望される方は事前にお問い合わせください。

狩猟免許の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許
助成対象者
■町内に住所を有し、新規に狩猟免許を取得する者
■免許取得後は坂城町猟友会に入会し有害鳥獣捕獲に従事することができる者
助成金額
■狩猟免許試験受験手数料（実費分）
■狩猟免許取得講習会テキスト代（実費分）　
交付申請
狩猟免許取得助成金交付申請書に、次の書類を添えて協議会長に提出してください。
■狩猟免許試験受験手数料、狩猟免許取得講習会テキスト代領収書の写し
■狩猟免許状の写し

対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助金額　
■有害獣による農作物等の被害対策を行う農業者及び農業者の団体　
補助対象　　
■被害予防施設等設置に係る資材購入費
補助金額
■補助対象経費の３分の1以内

◎問い合わせ先　商工農林課農林整備係　☎82－3111（内線155）　直通75－6207

主 な 支 援 制 度 主 な 支 援 制 度
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◎問い合わせ先　建設課管理係　☎82－3111（内線175）　直通75－6208

令和７年 　  月　    日（金）５ ９受付開始 先着　　  件20

申請できる方 ①坂城町に住民登録のある方
②対象となる住宅またはブロック塀
等の所有者
③町税などの滞納がない方

対象となる住宅

施 工 者 の 要 件

対 象 工 事 費

そ の 他

補 助 額

町内に本社のある住宅関連業者
（個人事業者を含む）

町内にある個人住宅で、
①自己または家族の居住に供する住宅
②店舗併用住宅などの住宅部分

20万円以上（住宅リフォームのみ）

◯リフォーム工事の対象経費の20%
以内（限度額５万円）
◯ブロック塀などの塀の撤去工事費
の２分の１以内（限度額５万円）

◯住宅用火災警報器が設置されている住宅、または
リフォーム工事に併せて設置する住宅を補助対象
とします。ただし、火災警報器の器具代は補助対象
となりません。
◯下水道供用開始区域で、下水道接続されていない
場合は接続してください。
◯過去に同様の補助金等の交付を受けていない住
宅が対象です。
◯他の補助制度の対象となっていない住宅に限りま
す。
◯塀などの撤去は、建築基準法施行令を遵守して作
られた塀の撤去工事に限ります。

※その他要件がありますので、詳しくは町ホーム
ページをご覧いただくか、下記問い合わせ先でご
確認ください。

◎対象となる工事例
・同一棟の増築工事　　　・一部改築工事
・屋根、外壁の改修工事　・サンルーム、バルコニーの増築
・窓ガラス、サッシ、網戸、雨戸の修繕、設置工事
・床、壁、天井材の張替え工事
・システムキッチン、床暖房工事
・浴室、ユニットバス、トイレ設置工事

×対象とならない工事例
・工事に係る設計費等　
・家電、家具などの物品の購入費
・同一棟でない物置、車庫などの設置工事
・カーポート、物置、ウッドデッキ設置工事

　町民の皆さんの住環境の向上と道路の安全性の確保を目的として、町内業者に依頼して行う住
宅リフォーム工事およびブロック塀などの塀の撤去にかかる費用の一部を助成します。

募集件数

募 集 要 件

住宅リフォーム補助事業の対象工事
　個人住宅の修繕・補修・模様替え・同一棟の増築・一部改築・設備改善工事など（下記工事例を参考にして
いただくほか、詳しくは下記までお問い合わせください。）

工 事 の 着 工 補助金の交付決定後に着工してくだ
さい。

工 事 の 完 了 令和 8年３月 23 日までに完了のう
え、実績報告書を提出してください。

住宅リフォーム
について

ブロック塀等撤去
について

◯ ×

　森林の多面的な機能を持続的に発揮させるとともに、森林づくりを効果的に進めるため、団
体が行う里山整備事業に要する経費を補助します。
対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助金額　
■町内の自治会組織　
■５人以上の者が共同で事業を実践する目的で組織され、町長が適当と認める林業関係団体　　
　（林業経営者は除く。）
補助対象　　
■里山整備（間伐、下刈りなど）に係る労務費
補助金額
■補助対象経費の10／10以内（１団体、年１回10万円を上限）
交付要件
■森林法（昭和26年法律第249号）第５条に規定する地域森林計画に定められた森林及び当該森林と
　一体的に整備される森林で行われる事業に限ります。
■この補助金以外に県や町などから補助金やその他これに類するものの交付を受けている場合は、補助
　対象になりません。

※事業着手前にお問い合わせください。
※本事業は、森林環境譲与税を活用しています。

　有害獣による農作物等の被害予防策として、有害獣被害予防施設等設置に係る資材費等の
一部を補助します。

　坂城町有害鳥獣駆除対策協議会では、近年増加している鳥獣による農作物等への被害対
策として、新規に狩猟免許を取得された方へ取得に係る試験費用等について助成します。
希望される方は事前にお問い合わせください。

狩猟免許の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許
助成対象者
■町内に住所を有し、新規に狩猟免許を取得する者
■免許取得後は坂城町猟友会に入会し有害鳥獣捕獲に従事することができる者
助成金額
■狩猟免許試験受験手数料（実費分）
■狩猟免許取得講習会テキスト代（実費分）　
交付申請
狩猟免許取得助成金交付申請書に、次の書類を添えて協議会長に提出してください。
■狩猟免許試験受験手数料、狩猟免許取得講習会テキスト代領収書の写し
■狩猟免許状の写し

対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助金額　
■有害獣による農作物等の被害対策を行う農業者及び農業者の団体　
補助対象　　
■被害予防施設等設置に係る資材購入費
補助金額
■補助対象経費の３分の1以内

◎問い合わせ先　商工農林課農林整備係　☎82－3111（内線155）　直通75－6207

主 な 支 援 制 度 主 な 支 援 制 度
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作 業 名 賃金又は料金  （　）内は前年度との増減 適 用
農繁期作業　田植え・収穫
一般作業
剪定作業
袋掛け作業

トラクター耕うん

すき起こし

田植え機

代かき作業

バインダー

ハーベスター

バックホー

ワラ切断（カッター）

乗用草刈機
スピードスプレヤー（散布のみ）

1,050円
998円

1,990円
998円

１回目 　　  11,960円
２回目  　 　9,940円

11,730円
10,000円

13,040円

11,000円

苗付     　　　    41,190円
田植えのみ   　  12,800円
苗のみ（１箱）       1,160円
苗運搬費　 　      1,660円
ワラ切断   　　  27,200円
ワラ結束   　　  28,200円
運搬費　　      　 2,080円

4,400円

3,950円
3,550円

3,300円

１時間当たり
〃
〃
〃

10ａ当たり

10ａ当たり
10ａ当たり

10ａ当たり
（苗箱施薬代は別途）

10ａ当たり

10ａ当たり
（結束ひも付）

10ａ当たり（機械１人付）

１時間当たり（オペレーター付）
　　　（運搬費別）

10ａ当たり（燃料・薬剤費別）
１時間当たり（燃料費別）

10ａ当たり（使用料のみ、燃料費別）

基盤整備してい
ない田、 ５ａ未
満の田及びワラ
を 入 れ た 場 合
は、それぞれ料
金を加算する

倒伏、湿田の場
合は20％増し

◎問い合わせ先　商工農林課農業振興係　☎82－3111（内線156）　直通75－6207

人
力
作
業

動

力

作

業

※
圃
場
条
件
・
作
業
の
難
易
・
土
質
・
圃
場
の
大
小
等
に
よ
り
料
金
を
加
算
す
る

令和７年度の
協定

（＋     35円）
（＋     50円）
（＋     60円）
（＋     50円）

（＋   530円）
（＋1,710円）

（＋   650円）

自脱型コンバイン

（＋   250円）

（＋     40円）
（＋     60円）

（＋     70円）

（＋   550円）

（＋   320円）
（＋   270円）
（＋   310円）

※最低賃金の改定により人力作業の賃金が長野県の最低賃金を下回ることになった場合は、改定の日から県の最低賃金を標準
　賃金とします。

◎問い合わせ先　総務課税務係　☎82－3111（内線143）　直通75－6206

平成 27 年４月１日以降
に新車新規検査を受け
た車両

5,000 円

10,800 円

平成 24 年３月 31 日ま
でに新車新規検査を受
けた車両

6,000 円

12,900 円

平成 24 年４月１日から平
成 27 年 ３ 月 31 日 ま で に
新車新規検査を受けた車両

4,000 円

7,200 円

年税額

軽自動車
（自家用）

四輪貨物

四輪乗用

　令和５年１月から継続検査窓口で軽自動車税納付確認システム（軽 JNKS）を利用して、納付状況の確認できるよう
になりました。（小型二輪車については令和７年４月から対象）
　これにより、納税証明書の提示が原則不要になりましたので、毎年６月中旬に郵送していた軽自動車納税証明書の
送付を終了しました。ただし納期限（６月２日）から６月中旬の間に車検を予定している方は、納付状況の確認に時間
を要する場合がございますので、税務係までお問い合わせください。納税証明書が必要な場合は振替されたことがわ
かる通帳をお持ちいただき、税務係窓口までお越しください。

　軽自動車税（種別割）は、原動機付自転車（原付バイク）、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を４
月１日現在所有している方に対して課税されます。月割りの課税や還付をすることはありません。なお、軽四輪車
は初度検査年月（新車登録がされた日）によって年税額が異なりますのでご注意ください。

　軽自動車税（種別割）は、原動機付自転車（原付バイク）、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を４
月１日現在所有している方に対して課税されます。月割りの課税や還付をすることはありません。なお、軽自動車

（二輪除く）は初度検査年月（新車登録がされた日）によって年税額が異なりますのでご注意ください。

　令和６年度軽自動車税の納税通知書は５月中旬に発送予定です。５月下旬になってもお手元に届かない場合は下
記問い合わせ先までご連絡ください。
　令和７年度軽自動車税の納税通知書は５月中旬に発送予定です。５月下旬になってもお手元に届かない場合は下
記問い合わせ先までご連絡ください。

（＋1,360円）
（＋1,400円）

◎問い合わせ先　住民環境課環境保全係　☎82－3111（内線125）　直通75－6204

　し尿・家庭雑排水汚泥処理の手数料につきまして、最近の収集量の減少、諸経費の物価高騰を踏まえ
下記のとおり改定することになりました。
　皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

　新料金表（令和７年７月１日収集分から適用）

◎問い合わせ先　住民環境課住民係　☎82－3111（内線122）　直通75－6204

　令和 7年 5月 26 日の改正法施行に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
　氏名のフリガナを確認するため、令和 7年 5月 26 日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載さ
れる予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
　通知が届いたら必ず内容を確認してください。通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても、
令和 8年 5月 26 日以降、通知のとおり戸籍に記載されます。
　通知のフリガナが誤っている場合は、令和 8年 5月 25 日までに、必ず届出をしてください。

　戸籍に氏名のフリガナが記載されます

し尿・家庭雑排水汚泥処理の手数料が改定されます

種 別 取扱区分 令和 7 年 6 月までの
処理手数料 

令和 7 年 7 月からの
処理手数料  

し 尿 

一般
料金 

18 リットルにつき 
（18 リットル未満は、18 リットルとみなす） 128 円 172 円 

付加
料金 

作業に要する距離が 40 メートルを
超え 60 メートルまでの場合 

１件につき 
145 円 廃 止 

付加
料金 

作業に要する距離が 60 メートルを
超える場合 

１件につき 
292 円  

廃 止  

家庭雑排水 
汚泥 

（浄化槽１基
につき） 

100 リットル未満 1,560 円 廃 止 

150 リットル未満 － 2,100 円 

100 リットル以上 150 リットル未満 1,780 円 廃 止 

150 リットル以上 200 リットル未満 1,980 円 2,520 円 

200 リットル以上 250 リットル未満 2,200 円 2,980 円 

250 リットル以上 300 リットル未満 － 3,430 円 

250 リットル以上の浄化槽 
2,200 円に 50 リット
ル増すごとに 310 円
を加算した額 

廃止 

300 リットル以上の浄化槽 － 
3,430 円に 50 リット
ル増すごとに 440 円
を加算した額 

 

　坂城町からの通知の発送は、7月を予定しています。
　詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

法務省ＨＰ
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作 業 名 賃金又は料金  （　）内は前年度との増減 適 用
農繁期作業　田植え・収穫
一般作業
剪定作業
袋掛け作業

トラクター耕うん

すき起こし

田植え機

代かき作業

バインダー

ハーベスター

バックホー

ワラ切断（カッター）

乗用草刈機
スピードスプレヤー（散布のみ）

1,050円
998円

1,990円
998円

１回目 　　  11,960円
２回目  　 　9,940円

11,730円
10,000円

13,040円

11,000円

苗付     　　　    41,190円
田植えのみ   　  12,800円
苗のみ（１箱）       1,160円
苗運搬費　 　      1,660円
ワラ切断   　　  27,200円
ワラ結束   　　  28,200円
運搬費　　      　 2,080円

4,400円

3,950円
3,550円

3,300円

１時間当たり
〃
〃
〃

10ａ当たり

10ａ当たり
10ａ当たり

10ａ当たり
（苗箱施薬代は別途）

10ａ当たり

10ａ当たり
（結束ひも付）

10ａ当たり（機械１人付）

１時間当たり（オペレーター付）
　　　（運搬費別）

10ａ当たり（燃料・薬剤費別）
１時間当たり（燃料費別）

10ａ当たり（使用料のみ、燃料費別）

基盤整備してい
ない田、 ５ａ未
満の田及びワラ
を 入 れ た 場 合
は、それぞれ料
金を加算する

倒伏、湿田の場
合は20％増し

◎問い合わせ先　商工農林課農業振興係　☎82－3111（内線156）　直通75－6207

人
力
作
業

動

力

作

業

※
圃
場
条
件
・
作
業
の
難
易
・
土
質
・
圃
場
の
大
小
等
に
よ
り
料
金
を
加
算
す
る

令和７年度の
協定

（＋     35円）
（＋     50円）
（＋     60円）
（＋     50円）

（＋   530円）
（＋1,710円）

（＋   650円）

自脱型コンバイン

（＋   250円）

（＋     40円）
（＋     60円）

（＋     70円）

（＋   550円）

（＋   320円）
（＋   270円）
（＋   310円）

※最低賃金の改定により人力作業の賃金が長野県の最低賃金を下回ることになった場合は、改定の日から県の最低賃金を標準
　賃金とします。

◎問い合わせ先　総務課税務係　☎82－3111（内線143）　直通75－6206

平成 27 年４月１日以降
に新車新規検査を受け
た車両

5,000 円

10,800 円

平成 24 年３月 31 日ま
でに新車新規検査を受
けた車両

6,000 円

12,900 円

平成 24 年４月１日から平
成 27 年 ３ 月 31 日 ま で に
新車新規検査を受けた車両

4,000 円

7,200 円

年税額

軽自動車
（自家用）

四輪貨物

四輪乗用

　令和５年１月から継続検査窓口で軽自動車税納付確認システム（軽 JNKS）を利用して、納付状況の確認できるよう
になりました。（小型二輪車については令和７年４月から対象）
　これにより、納税証明書の提示が原則不要になりましたので、毎年６月中旬に郵送していた軽自動車納税証明書の
送付を終了しました。ただし納期限（６月２日）から６月中旬の間に車検を予定している方は、納付状況の確認に時間
を要する場合がございますので、税務係までお問い合わせください。納税証明書が必要な場合は振替されたことがわ
かる通帳をお持ちいただき、税務係窓口までお越しください。

　軽自動車税（種別割）は、原動機付自転車（原付バイク）、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を４
月１日現在所有している方に対して課税されます。月割りの課税や還付をすることはありません。なお、軽四輪車
は初度検査年月（新車登録がされた日）によって年税額が異なりますのでご注意ください。

　軽自動車税（種別割）は、原動機付自転車（原付バイク）、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を４
月１日現在所有している方に対して課税されます。月割りの課税や還付をすることはありません。なお、軽自動車

（二輪除く）は初度検査年月（新車登録がされた日）によって年税額が異なりますのでご注意ください。

　令和６年度軽自動車税の納税通知書は５月中旬に発送予定です。５月下旬になってもお手元に届かない場合は下
記問い合わせ先までご連絡ください。
　令和７年度軽自動車税の納税通知書は５月中旬に発送予定です。５月下旬になってもお手元に届かない場合は下
記問い合わせ先までご連絡ください。

（＋1,360円）
（＋1,400円）

◎問い合わせ先　住民環境課環境保全係　☎82－3111（内線125）　直通75－6204

　し尿・家庭雑排水汚泥処理の手数料につきまして、最近の収集量の減少、諸経費の物価高騰を踏まえ
下記のとおり改定することになりました。
　皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

　新料金表（令和７年７月１日収集分から適用）

◎問い合わせ先　住民環境課住民係　☎82－3111（内線122）　直通75－6204

　令和 7年 5月 26 日の改正法施行に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
　氏名のフリガナを確認するため、令和 7年 5月 26 日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載さ
れる予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
　通知が届いたら必ず内容を確認してください。通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても、
令和 8年 5月 26 日以降、通知のとおり戸籍に記載されます。
　通知のフリガナが誤っている場合は、令和 8年 5月 25 日までに、必ず届出をしてください。

　戸籍に氏名のフリガナが記載されます

し尿・家庭雑排水汚泥処理の手数料が改定されます

種 別 取扱区分 令和 7 年 6 月までの
処理手数料 

令和 7 年 7 月からの
処理手数料  

し 尿 

一般
料金 

18 リットルにつき 
（18 リットル未満は、18 リットルとみなす） 128 円 172 円 

付加
料金 

作業に要する距離が 40 メートルを
超え 60 メートルまでの場合 

１件につき 
145 円 廃 止 

付加
料金 

作業に要する距離が 60 メートルを
超える場合 

１件につき 
292 円  

廃 止  

家庭雑排水 
汚泥 

（浄化槽１基
につき） 

100 リットル未満 1,560 円 廃 止 

150 リットル未満 － 2,100 円 

100 リットル以上 150 リットル未満 1,780 円 廃 止 

150 リットル以上 200 リットル未満 1,980 円 2,520 円 

200 リットル以上 250 リットル未満 2,200 円 2,980 円 

250 リットル以上 300 リットル未満 － 3,430 円 

250 リットル以上の浄化槽 
2,200 円に 50 リット
ル増すごとに 310 円
を加算した額 

廃止 

300 リットル以上の浄化槽 － 
3,430 円に 50 リット
ル増すごとに 440 円
を加算した額 

 

　坂城町からの通知の発送は、7月を予定しています。
　詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

法務省ＨＰ
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４月１日付

小・中学校の校長・教頭着任小・中学校の校長・教頭着任
４月１日付

宮本　博 校長
（南条小）

中村　加津子 校長
（坂城小）

宮澤　宏 校長
（坂城中）

宮澤　宏 校長
（坂城中）

みやざわ　ひろしあんどう　としさだ なかむら　　  かつこ　　  

安藤　利長 教頭
（坂城中）

みやもと　ひろし

  長
崎

　麻
子

　

企
画
政
策
課
長（
教
育
文
化
課
長
）

竹
内

　祐
一

　

総
務
課
長（
企
画
政
策
課
長
）
　

細
田

　美
香

　

教
育
文
化
課
長（
収
納
対
策
推
進

幹
兼
収
納
推
進
係
長
）

高
橋

　卓
也

　

建
設
課
長（
建
設
課

　交
通
網

対
策
・
都
市
・
公
園
専
門
幹
兼
都

市
・
公
園
係
長
兼
交
通
網
対
策

担
当
係
長
）

北
沢

　明

　

収
納
対
策
推
進
幹
兼
収
納
推
進
係

長（
建
設
課

　管
理
専
門
幹
兼
管

理
係
長
）

山
崎

　直
子

　

総
括
園
長

　坂
城
保
育
園
園
長

（
会
計
室

　会
計
係
長
）

清
水

　敬
三

　

食
育
・
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
所
長

　兼
業
務
係
長（
住
民
環
境
課

　主

幹

　生
活
安
全
係
長
）

鳴
海

　健
児

　

建
設
課

　建
設
技
術
専
門
幹
兼

建
設
係
長（
建
設
課

　技
幹

　建

設
係
長
）

竹
中

　譲

　

建
設
課

　下
水
道
技
術
専
門
幹

　兼
下
水
道
係
長（
建
設
課

　技
幹

　下
水
道
係
長
）

伊
達

　博
巳

　

企
画
政
策
課

　複
合
施
設
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー（
総
務
課
長
）

助
川

　朋
廣

　

隣
保
館

　館
長
兼
人
権
・
男
女
共

生
係
長（
食
育
・
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
所
長
兼
業
務
係
長
）

柳
澤

　ひ
ろ
み

　

会
計
室

　会
計
係
長（
議
会
事
務

局

　議
会
係
長
）

鈴
木

　將
由

　

商
工
農
林
課

　農
地
担
当
係
長

（
商
工
農
林
課

　主
任
）

井
上

　敬
子

　

議
会
事
務
局

　議
会
係
長（
商
工

農
林
課

　主
幹
）

福
田

　徹

　

福
祉
健
康
課

　福
祉
係
長（
商
工

農
林
課

　農
地
担
当
係
長
）

小
林

　利
史

　

建
設
課

　管
理
係
長（
教
育
文
化

課

　学
校
教
育
係
長
）

役
場
の
人
事
異
動

係
長
以
上
を
掲
載  （

　）内
は
前
任

※

定
年
延
長
に
伴
う
役
職
定
年
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

  

　
岡
本

　拓
也

　

教
育
文
化
課

　学
校
教
育
係
長

（
総
務
課

　固
定
資
産
税
担
当
係

長
）

岡
田

　治
樹

　

建
設
課

　水
道
事
業
広
域
化
担
当

係
長（
建
設
課

　主
任
）

三
澤

　健
史

　

建
設
課

　都
市
・
公
園
係
長
兼
交

通
網
対
策
担
当
係
長（
住
民
環
境

課

　主
任

　消
防
主
任
）

朝
倉

　亮
一

　

住
民
環
境
課

　生
活
安
全
係
長

（
建
設
課

　主
任
）

浮
貝

　清
司

　

住
民
環
境
課

　環
境
保
全
係
長

（
総
務
課

　主
任
）

【
新
規
採
用
】

栗
原

　佑
果

　
　住
民
環
境
課

野
口

　隼

　
　
　商
工
農
林
課

森

　
　一
恵

　
　福
祉
健
康
課

小
出

　真
生

　
　福
祉
健
康
課

黒
岩

　歩
夢

　
　総
務
課

宮
澤

　龍
生

　
　教
育
文
化
課

佐
藤

　昇
太

　
　建
設
課

【受験資格】
　●　令和７年10月１日時点で坂城町に住所登録がされている方
　●　ただし、１）日本の国籍を有しない方、２）地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当する方は受
　　験できません。

【受験手続】
　●　受験申込方法
　　・　電子申請
　　　　町ホームページから「ながの電子申請サービス」にログインして手続きしてください。
　　・　持参・郵送
　　　　受験申込書及び履歴書を総務課総務係へ開庁日に持参または郵送してください。
　　　　申込書等は町ホームページからダウンロードするか、総務課総務係までお問い合わせください。
　●　受付期間
　　　令和７年４月30日（水）～５月21日（水）　※郵送の場合、５月21日の消印のあるものまで有効です。
　●　受験票
　　　受付期間終了後に郵送。※６月19日（木）までに届かない場合はお問い合わせください。

【試験の方法及び内容】
　●　第１次試験
　　・　日時　　６月29日(日)午前９時40分（受付開始：午前９時）
　　・　場所　　坂城町役場

　●　第２次試験
　　・　日時・場所　　７月下旬までに第１次試験合否通知書で通知します。
　　・　試験の種目　　面接試験、作文試験、資格検査

※令和８年４月１日以降採用を対象とした試験は別途開催いたします。

ながの電子申請サービス

令和７年度  坂城町職員採用試験 受験案内

◎問い合わせ先　総務課総務係　　☎82－3111（内線212）　直通75－6210　メール soumu@town.sakaki.lg.jp

試験区分 試験の種類 種 目 

行 政 大学卒 教養試験（2時間）・専門試験（2時間）・適性検査等（50分） 

行 政 
（社会人） 

大学卒業程度 社会人基礎試験（1時間20分）・専門試験（2時間）・適性検査等（30分） 

結果は、第１次試験７月下旬まで、第２次試験８月下旬頃までに通知します。

区分 採用予定人員 資                格 

行  政 

若干名 

平成11年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた方で、

学校教育法による４年生大学以上を卒業の方 

行 政 

（社会人） 

昭和60年４月２日以降に生まれた方で、大学卒業程度の学力を有

し、企業などで１年以上の勤務経験のある方 
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【受験資格】
　●　令和７年10月１日時点で坂城町に住所登録がされている方
　●　ただし、１）日本の国籍を有しない方、２）地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当する方は受
　　験できません。

【受験手続】
　●　受験申込方法
　　・　電子申請
　　　　町ホームページから「ながの電子申請サービス」にログインして手続きしてください。
　　・　持参・郵送
　　　　受験申込書及び履歴書を総務課総務係へ開庁日に持参または郵送してください。
　　　　申込書等は町ホームページからダウンロードするか、総務課総務係までお問い合わせください。
　●　受付期間
　　　令和７年４月30日（水）～５月21日（水）　※郵送の場合、５月21日の消印のあるものまで有効です。
　●　受験票
　　　受付期間終了後に郵送。※６月19日（木）までに届かない場合はお問い合わせください。

【試験の方法及び内容】
　●　第１次試験
　　・　日時　　６月29日(日)午前９時40分（受付開始：午前９時）
　　・　場所　　坂城町役場

　●　第２次試験
　　・　日時・場所　　７月下旬までに第１次試験合否通知書で通知します。
　　・　試験の種目　　面接試験、作文試験、資格検査

※令和８年４月１日以降採用を対象とした試験は別途開催いたします。

ながの電子申請サービス

令和７年度  坂城町職員採用試験 受験案内

◎問い合わせ先　総務課総務係　　☎82－3111（内線212）　直通75－6210　メール soumu@town.sakaki.lg.jp

試験区分 試験の種類 種 目 

行 政 大学卒 教養試験（2時間）・専門試験（2時間）・適性検査等（50分） 

行 政 
（社会人） 

大学卒業程度 社会人基礎試験（1時間20分）・専門試験（2時間）・適性検査等（30分） 

結果は、第１次試験７月下旬まで、第２次試験８月下旬頃までに通知します。

区分 採用予定人員 資                格 

行  政 

若干名 

平成11年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた方で、

学校教育法による４年生大学以上を卒業の方 

行 政 

（社会人） 

昭和60年４月２日以降に生まれた方で、大学卒業程度の学力を有

し、企業などで１年以上の勤務経験のある方 
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１
年
間
頑
張
り
た
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
６
年
１
組
　
藤
井
　
レ
ナ

　
私
が
１
年
間
頑
張
り
た
い
こ
と
は
、３
つ
あ
り

ま
す
。

　
一
つ
目
は
算
数
で
す
。理
由
は
５
年
生
で
習
っ

た
算
数
が
難
し
く
、割
合
の
グ
ラ
フ
な
ど
こ
れ
か

ら
使
い
そ
う
な
学
習
の
テ
ス
ト
で
あ
ま
り
良
い

点
を
と
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、今
ま
で
に
比
べ
て

あ
っ
た
か
ら
で
す
。そ
の
た
め
、６
年
生
に
な
っ

た
今
年
は
、中
学
生
に
向
け
て
苦
手
な
問
題
な
ど

復
習
を
し
、中
学
校
や
そ
の
先
で
も
困
ら
な
い
よ

う
に
し
た
い
で
す
。

　
二
つ
目
は
マ
ラ
ソ
ン
大
会
で
す
。昨
年
の
マ
ラ

ソ
ン
大
会
で
は
、歴
代
一
位
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。走
っ
て
い
る
時
、後
ろ
が
気

に
な
っ
て
振
り
向
い
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
、そ

の
た
め
タ
イ
ム
が
遅
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
年
は
、振
り
向
か
ず
に
更
に
タ
イ
ム
を
短
く
し

て
、６
年
生
歴
代
一
位
を
超
え
ら
れ
る
よ
う
に
頑

張
り
た
い
で
す
。

　
三
つ
目
は
金
管
バ
ン
ド
で
す
。私
は
坂
城
ハ
ッ

ピ
ー
ブ
ラ
ス
の
部
長
に
な
り
ま
し
た
。部
長
は
み

ん
な
を
ま
と
め
ら
れ
る
、引
っ
張
っ
て
い
く
こ
と

の
で
き
る
力
が
必
要
で
す
。そ
の
た
め
、み
ん
な

を
引
っ
張
れ
る
、し
っ
か
り
と
し
た
部
長
に
な
り

た
い
で
す
。そ
し
て
私
が
演
奏
す
る
ト
ラ
ン
ペ
ッ

ト
や
エ
ス
コ
ル
ネ
ッ
ト
も
、今
よ
り
も
っ
と
う
ま

く
な
っ
て
、部
員
全
員
で
力
を
合
わ
せ
て
、最
後

の
１
年
、全
国
大
会
に
出
場
し
た
い
で
す
。

６
年
生
で
頑
張
り
た
い
こ
と

　
　

　
　
　
　
　
　
　
６
年
２
組
　
伊
東
　
遼
人

　
僕
が
６
年
生
で
頑
張
り
た
い
こ
と
は
、３
つ
あ

り
ま
す
。

　
一
つ
目
は
、児
童
会
長
に
な
っ
た
時
に
約
束
し

た
、「
な
ぞ
と
き
ゲ
ー
ム
」や「
関
所
や
ぶ
り
」を

や
る
こ
と
で
す
。僕
は
、児
童
会
長
選
挙
の
時
に
、

こ
の
２
つ
の
こ
と
を
全
校
の
み
ん
な
に
約
束
し

ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
、そ
う
言
っ
た
か
ら
に
は
行

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、全
校
の
み
な
さ
ん
に

期
待
さ
せ
て
お
い
て
、や
ら
な
い
と
み
ん
な
が
嫌

な
思
い
に
さ
せ
て
し
ま
う
と
思
う
の
で
、一
生
懸

命
考
え
て
、み
ん
な
の
期
待
に
応
え
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
二
つ
目
は
、生
活
委
員
会
の
活
動
で
す
。生
活

委
員
会
の
活
動
内
容
は「
児
童
昇
降
口
前
で
登
校

し
て
く
る
児
童
や
先
生
に
あ
い
さ
つ
を
す
る
」で

す
。僕
が
担
当
の
日
以
外
や
日
常
生
活
、サ
ッ

カ
ー
の
時
に
も
、大
き
な
声
で
あ
い
さ
つ
を
し
た

い
と
思
い
ま
す
。そ
う
す
れ
ば
、み
ん
な
が
気
持

ち
よ
く
過
ご
せ
る
と
思
い
ま
す
。な
の
で
、６
年

生
で
は
、今
ま
で
よ
り
も
大
き
な
声
で
た
く
さ

ん
、あ
い
さ
つ
を
し
た
い
で
す
。

　
三
つ
目
は
、勉
強
で
す
。６
年
生
で
は
国
語
と

算
数
で
高
得
点
を
取
り
た
い
で
す
。僕
は
前
か
ら

国
語
と
算
数
が
苦
手
で
、テ
ス
ト
は
あ
ま
り
よ
い

点
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。し
か
し
、５
年
生

な
っ
て
か
ら
頑
張
っ
て
勉
強
し
て
、少
し
ず
つ
得

点
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。６
年
生

で
も
更
に
頑
張
っ
て
勉
強
し
、も
っ
と
高
得
点
を

取
り
、５
年
の
時
の
自
分
を
超
え
た
い
で
す
。

ふ
じ
い
　    

れ
な

頑張りたいこと！！
南条小学校

い
と
う
　    

は
る
と

　
朝
は
何
か
と
忙
し
い
で
す
が
、１
日
の
始
ま

り
に
朝
ご
は
ん
を
き
ち
ん
と
食
べ
る
よ
う
な

習
慣
を
身
に
つ
け
た
い
で
す
ね
。朝
ご
は
ん
を

お
い
し
く
食
べ
る
た
め
に
は
、起
き
て
か
ら
30

分
は
必
要
で
す
。連
休
中
は
生
活
リ
ズ
ム
が
乱

れ
や
す
く
な
り
ま
す
が
早
寝
早
起
き
を
心
が

け
て
朝
ご
は
ん
を
し
っ
か
り
食
べ
る
時
間
を

つ
く
り
た
い
で
す
ね
。

　
朝
ご
は
ん
は
体
温
を
上
げ
て
頭
や
体
の
働

き
を
活
発
に
し
て
く
れ
る
の
で
、頭
が
さ
え
て

学
習
に
集
中
で
き
た
り
、け
が
を
防
い
だ
り
し

て
く
れ
ま
す
。ま
た
、腸
の
働
き
が
高
ま
る
の

で
、排
便
を
促
し
て
く
れ
ま
す
。

　
元
気
に
学
校
生
活
を
送
る
た
め
に
も
、体
も

心
も
す
っ
き
り
さ
せ
て
登
校
し
ま
し
ょ
う
。

水分補給のお茶、おむつ、おしりふき、
ティッシュ、着替え、ごみ袋

◇平　日　　　午前９時～正午・午後２時～４時30分
◇土曜開館日　 午前９時～正午

　新緑の木々にすがすがしさを

感じる季節となりました。子育

て支援センターでは、季節の変

化を感じながら親子で楽しめる

活動を取り入れて、楽しい親子

の時間を応援していきたいと思

います。

　行事へのご参加、自由遊びな

ど、気軽に子育て支援センター

へおでかけください！
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水分補給のお茶、おむつ、おしりふき、
ティッシュ、着替え、ごみ袋

◇平　日　　　午前９時～正午・午後２時～４時30分
◇土曜開館日　 午前９時～正午

　新緑の木々にすがすがしさを

感じる季節となりました。子育

て支援センターでは、季節の変

化を感じながら親子で楽しめる

活動を取り入れて、楽しい親子

の時間を応援していきたいと思

います。

　行事へのご参加、自由遊びな

ど、気軽に子育て支援センター

へおでかけください！
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庭

木

雑

木

生

木

建設  木くずチップ処分  産業廃棄物・一般廃棄物

◎産業廃棄物処分業 
　長野県知事許可2006127108
◎一般廃棄物処分業
　坂城町指令28－227号

木くずチップ工場へのお問い合わせ

長野県埴科郡坂城町大字網掛1372-12
※日曜・祝日休み 8：30～17：00営業

TEL：0268－71－0552
090－3333－0560

★片付けから解体工事まで
★立木伐採
★マニフェスト発行ＯＫ！

ローソン坂城村上店様より上田方面車で１分

HP：https://tanaka-kaihatsu.jp/company/

広報さかき広報さかき　　2025年5月号2025年5月号 1414



令和７年４月１日現在
※（　　）は前月比

世帯数：  6,219世帯（＋20）
人　口： 13,778人    （－19）
　男　：  6,831人　（±  0）
　女　：  6,947人　（－19）

件　数：　　  1件　
累　計：　　  4件　（－  4）
死　者：　　  0人
累　計：　　  0人　（±  0）
負傷者：　　  1件　
累　計：　　  4人　（－  7）

令和７年３月中
※累計は１月から
　（　　）は前年比

が休館

水

7
14
21
28

木
1
8
15
22
29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
31

月

5
12
19
26

火

6
13
20
27

日

4
11
18
25

５

第３回朗読駅伝
日時　　5月 31 日（土）午後 1時 30 分～
場所　　中心市街地コミュニティセンター
講師　　青木裕子さん（軽井沢朗読館館長）
詳しくは町立図書館へお問い合わせください。

日　時　　5 月 23 日（金）午前 10 時～

　　　　　　　25 日（日）午前 10 時～

場　所　　文化センター ２階 多目的室

定　員　　各回５組

対象者　　新生児から未就学児まで

参加費　　無料！

持ち物　　バスタオル、飲み物　など

内　容　　ベビーマッサージ

　　　　　手形足型アート

講　師　　堀内　二美 先生

ＴＥＬ　　82-2069（坂城町公民館）

 
QR コードまたは
お電話でお申し込
みをお願いします。 

（
町
Ｈ
Ｐ
）

音
の
広
報

～講座開設にあたり体験会を開催します～
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駐車場は村上小学校校庭等をご利用ください。会場までは、シャトルバスをご利用ください。
その他駐車場は、上記ＱＲコードを読み取りのうえご確認ください。

お問い合わせ先　坂城ライオンズクラブ　☎090-6373-8702　

主催：坂城ライオンズクラブ
共催：坂城町・坂城町商工会

「広報さかき」へのご意見・ご要望を
お寄せください
■編集・発行　〒389-0692 長野県埴科郡坂城町大字坂城10050
　　　　　　  坂城町企画政策課　☎ 0268-82-3111
　　　　　　  直通0268-75-6211　FAX 0268-82-8307
■印　  　刷　株式会社シーデンス

登録をご希望の方は、ＱＲコードからアクセスするか次のメール
アドレスへ空メールを送信してください。　t-sakaki@sg-p. jp
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